
〇地方独立行政法人くまもと県北病院公式 SNS の運用にかかるガイドライン 

令和 5 年 12 月 21 日 

 

1.  地方独立行政法人くまもと県北病院（以下、「当院」という。）が実施する事業の情

報を発信することを目的として、くまもと県北病院公式 SNS アカウント（以下、「当

院 SNS」という。）を開設する。 

 

2.  当院 SNS に投稿された問い合わせに対しての返信は原則行わない。問い合わせにつ

いては当院公式ホームページ内の問い合わせ先を活用する。 

 当院 SNS にユーザーからの投稿があった場合、以下に該当するユーザーからの投稿

に関しては、総務課長の判断により、予告なく削除することが出来る。 

（1）公序良俗に反するもの 

（2）虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの 

（3）当院又は第三者を誹謗、中傷し、又は著しく信用を傷つけるもの 

（4）政治活動、選挙活動、宗教活動又はこれに類似するもの 

（5）違法な行為又はそれらと関連が認められるもの 

（6）商品、店舗及び会社の宣伝等の商業目的のもの 

（7）当院又は第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害するもの 

（8）人種・思想・信条等の差別又は差別を助長させるもの 

（9）その他総務課長が不適切と判断したもの 

 

3.  このガイドラインに定めるもののほか、当院ホームページ運用に関するガイドライ

ンを準用する。 

 

附 則 

令和 6 年 1 月 1 日から施行する。 

 

  



免責事項等 

 

（1）当院 SNS の投稿には細心の注意を払っていますが、正確性、安全性、有用性等を

保証するものではありません。 

 

（2）当院 SNS の利用により生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

 

（3）当院 SNS の内容や運用方針について、予告なく変更等を行う場合があります。 

 

（4）当院 SNS で発信する情報については、必ずしも当院の公式発表・見解を表すもの

ではありません。当院の公式発表・見解は、当院ホームページをご覧ください。 

 

（5）SNS の機能や安全性に関して、当院が保証するものではありません。 

 

（6）当院 SNS に投稿されたものは、すべて公開情報とみなし、当院が保存・記録しま

す。 

 

（7）当院 SNS を閲覧・利用した場合は、本ガイドラインに同意したものとみなしま

す。 

 

 


